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序　　文序　　文序　　文序　　文序　　文

　マレイシア国政府は、第２次長期総合計画（1991～2000年）に基づきマレイシア第７次開発計

画（1996～2000年）を実施しています。第７次開発計画の目的の１つとして、持続的な開発が掲

げられており、経済成長と持続的な開発とのバランスを図るため、国家環境政策を策定し環境管

理を行うことが計画されています。

　しかしながら、同国では、急速な工業化推進に伴う環境悪化に対する対策が遅れており、緊急

に取り組む必要性が生じています。特に、製造業においては、各種化学物質の使用量・種類が急

増しており、化学物質の規制・管理基準の整備や対策が立ちおくれています。

　国際協力事業団では、開発途上国における環境保全に対する貢献を積極的に図るという観点か

ら、平成５年度にオファー型協力形態として「積極型環境保全協力」が新設されました。この一

環として、平成９年８月に環境保全技術調査員、平成10年２月に環境保全策定調査団をマレイシ

アに派遣し、平成10年４月１日より４年間を協力期間とした「マレイシア化学物質リスク管理」

プロジェクトが開始されました。今般、本プロジェクト開始から８か月あまりを経過したところ、

これまでのプロジェクト活動の確認及び今後の活動を協議することを目的として、平成10年12月

８日から17日まで、プロジェクト運営指導調査団を派遣しました。

　本報告書は、同調査団の調査結果を取りまとめたものです。ここに本調査団の派遣に関し、ご

協力頂いた日本・マレイシア両国の関係各位に対し深甚の謝意を表するとともに、あわせて今後

のご支援をお願いいたします。

　1998年 12月

国際協力事業団国際協力事業団国際協力事業団国際協力事業団国際協力事業団　　　　　　　　　　　　　　　
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第１章　プロジェクト運営指導第１章　プロジェクト運営指導第１章　プロジェクト運営指導第１章　プロジェクト運営指導第１章　プロジェクト運営指導

１－１　調査団派遣の経緯と目的

　マレイシア国政府が行った国内産業の化学物質の実態調査によれば、国内に流通している化学

物質は2,000種を超え、中には我が国では生産及び輸入が禁止されているか、または制限されてい

る物質があるといわれている。このような化学物質の流通は、放置すれば環境汚染が進み、人体

への健康被害を引き起こすことになりかねないことから、同国においては緊急に解決すべき課題

となっている。

　開発途上国における地球環境保全に対する貢献を図るとの観点から、これらの諸国が産業公害

防止に対して自ら対策を講ずることが困難な場合、相手国の事情に沿った産業公害防止技術の移

転を図ることを目的として、効果的なプロジェクトを提案し、迅速な実施を図るための協力形態

として、「積極型環境保全協力」が1993年度予算に新設され、マレイシア国においては、既に「マ

レイシア有害化学物質評価分析・産業廃棄物処理技術協力事業」を実施、終了している（1993.9.9

～ 1997.9.8）。

　しかしながら、当該プロジェクトは技術移転を実験室レベルに限定しているため、当該プロジェ

クトで得られた成果を実用化し、持続的開発のための産業公害管理・防止に資するための協力と

して、1996年９月６日に、マレイシア国政府は、我が国に対し、「環境技術センター拡充計画（フェー

ズ２）」に係るプロジェクト方式技術協力を要請してきた。

　それを受けて、JICAは1997年８月に、環境保全技術調査員を派遣し、マレイシア側の協力要

請を具体的に検討し、1998年２月に、マレイシア政府と日本国政府が協力する内容、範囲、責任

分担等について、マレイシア実施機関と行い、協議結果を討議議事録（R/D）、暫定実施計画（TSI）、

協議議事録（M/D）として、取りまとめ、1998年４月１日から４年間の協力を開始している。

　本プロジェクト開始から、８か月あまりを経過したところ、今次調査団は、現在までのプロジェ

クトの活動と、実施体制の確認、プロジェクト実施上の問題点・要望等の調査を行うことを主な

目的とする。また、1998年度の計画見直しを行うとともに、問題点について協議を行い、暫定実

施計画（TSI）、技術協力計画（TCP）、プロジェクト・デザイン・マトリクス（PDM）、活動計画

（PO）の見直しの必要性などについての検討を行う。
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１－４　主要面談者

＜マレイシア側＞

(1) SIRIM Berhad

　Dr. Mohd. Ariffin bin Hj. Aton President & Chief Excutive

　Dr. Chong Chok Ngee Vice President,

Research and Development Services Devision

　Mr. Yeoh Bee Ghin General Manager,

Environmental and Energy Technology Laboratory

　Dr. Rohani hashim Programme Coordinator,

Environmental and Energy Technology Laboratory

　Dr. Chen Sau Soon Senior Researcher,

Environmental and Energy Technology Laboratory

(2) MOSTE (Ministry of Science, Technology and the Environment)

　Mr. Adib A. Rahman Science & Technology Division

　Mr. Kamaruhzaman Mat Zin Science & Technology Division

(3) MITI (Ministry of International Trade & Industry)

　Mr. Abdul Kadir Yaakup Principal Assistant Director

(4) DOE (Department of Environment)

　Mr. P. Vellayutham Environmental Control Officer

(5) DOSH (Department of Occupational Safety & Helath)

　Ms. Zaiton Sharif Assistant Director

＜日本側＞

(1) 在マレイシア日本大使館

　香月　英伸 二等書記官

(2) JICAマレイシア事務所

　西牧　隆壯 所長

　寺西　義英 次長

　渡辺　泰介 所員

(3) マレイシア化学物質リスク管理プロジェクト

　三上　榮一 長期専門家（チーフアドバイザー）

　末満　広志 長期専門家（業務調整）

　菊野　　秩 長期専門家（変異原性試験）
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　蒲谷　利昭 長期専門家（試料採取・分析）

　佐野　　弘 長期専門家（リスク評価）

　野坂　俊樹 短期専門家（生態毒性試験調査）

　平石　次郎 短期専門家（化学物質安全管理）

　中舘　正弘 短期専門家（リスク評価情報収集）

　福間康之臣 短期専門家（リスク評価システム）
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　調 査 項 目　　 現　状　及　び　問　題　点　等　　　　 対　処　方　針　　　　　 調　査　結　果

1.有害化学物質
に関する現状

　1992年にUNCED（国連環境開発計
画）において採択されたアジェンダ21
第19章「有害化学物質の環境上適正な
管理」に見られるとおり、各国の政府
にとって有害化学物質の安全管理体制
の整備は緊急の課題であり、かつマレ
イシア政府も有害廃棄物処理問題を始
めとする環境問題に力を入れている。
　1997 年９月８日をもって終了した
「マレイシア有害化学物質評価分析・
産業廃棄物処理技術協力事業」は、マ
レイシア側にとっても未知の分野で
あったが、右技術協力を通じ、マレイ
シア政府内における化学物質の安全管
理などに関する意識、特に規制のみな
らず、その施行に際しての評価・分析
技術などの技術的基盤の必要性につい
て、理解が高まってきており、また、一
部基礎的な評価技術の移転も終了して
いる。
　マレイシアは現在、急速に発展を遂
げている途上にあるが、マレイシア政
府の先見性の高さからか、工場からの
有害廃棄物などの排出を事実上禁止す
るなどして有害化学物質による健康被
害などは見受けられない。しかしなが
ら、現状では廃棄物を単に工場内に保
管しているに過ぎず、廃棄物処理場が
一部稼働を始めているものの、化学物
質などの有害性評価技術の不備などに
より、より積極的な評価・処理技術に
よる対応が求められている。
　また、マレイシア国において廃水基
準の改定が行われており、従来の基準
に新たに 10項目が加えられることに
なっている。中でも窒素化合物と色度
の基準は厳しく、多くの工場では対応
できないことが予想される。

・マレイシア側から、産業
廃棄物については、1996年
に発表された工業化学品法
はドラフトの段階から審議
が進展しておらず、むし
ろ、環境質法に新しい規則
を作成することで対応する
との説明があった。

・産業廃棄物に関する最新
のデータを入手し、現状を
確認する。環境保全策定調
査団派遣時と状況に大きな
変化がないか確認する。

１－５　調査結果
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　調 査 項 目　　 現　状　及　び　問　題　点　等　　　　 対　処　方　針　　　　　 調　査　結　果

＜1998年度実績・計画＞
①ﾁｰﾌｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ　　三上栄一
　98/07/11-00/07/10
②業務調整　　　　末満広志
　98/04/10-00/04/19
③変異原性試験　　菊野　秩
　98/04/29-00/04/28
④試料採取・分析　蒲谷利昭
　98/05/21-00/05/20
⑤リスク評価　　　佐野　弘
　98/05/21-00/05/20
＜ 1999年度計画＞
・５名
＜1998年度実績・計画＞
①生態毒性試験調査　野坂俊樹
　98/12/06-98/12/16
②化学物質安全管理
　（セミナー講師）　平石次郎
　98/12/12-98/12/17
③リスク評価情報収集
　（セミナー講師）　中舘正弘
　98/12/12-98/12/18
④リスク評価システム
　（セミナー講師）　福間康之臣
　98/12/12-98/12/18
⑤生態毒性（予定）
　99/03/15-99/04/15
⑥廃水処理技術（予定）
　99/03/01-99/03/31
＜ 1999年度計画＞・４名予定

＜1998年度実績・計画＞
①廃水処理　Ms. Rohani Hashim
　98/10/29-98/11/14
②廃水処理　Mr. Fadil Mohamad
　98/10/29-98/12/18
③生態毒性　Mr. Rahim Tambi
　99/02/15-99/03/14
＜ 1999年度計画＞
・３名程度

＜1998年度実績・計画＞
　9,000万円
①変異原性試験
②試料採取・分析
③リスク評価CD-ROM
④生態毒性試験
⑤廃水処理
＜1999年度計画＞
・基本的には、上記のスペアパーツ、標
準試料等

2.暫定実施計画
（TSI）
(1) 日本側
1)専門家派遣
①長期専門家

②短期専門家

2)研修員受入れ

3)機材供与

・各専門家、マレイシア側
より意見を聴取し、問題点
がないか確認する。
・現地業務費の執行管理状
況、帳簿類の整備状況、携行
機材などの管理簿等の確認
を行う。

・派遣期間、業務内容、必要
性等について確認する。

・1999年度の要望を聴取す
る。

・研修成果の移転方法（報
告会実施、報告書作成等）に
ついて聴取する。

・1999年度の要望を聴取す
る。

・供与済の供与機材リスト
を作成する。
　可能であれば契約済のも
のもリストに加える。
・マレイシア側に、迅速な
機材通関手続を申し入れる。

・1999年度以降は、基本的
には、上記のスペアパーツ、
標準試料などであることを
説明する。

・マレイシア側から長期専
門家の人数と分野は適切で
あるとの発言があった。
・現地業務費については、
調整員が適切に管理してお
り問題はなかった。

・1998年度については、マ
レイシア側から、短期専門
家の人数と分野は適切であ
るとの発言があった。
・派遣期間をできるだけ長
く、人数をできるだけ増や
してほしい旨の発言があっ
た。

・1999年度は４分野（生態毒
性、廃水処理、採取分析、リ
スク評価）の要望があった。
・Ms. Rohaniについては、
マレイシア側と専門家側と
の合同会議において、１時
間程度の報告をしたとの説
明があった。
・報告書を作成する旨の発
言があった。
・1999年度も３名程度（変
異原性、生態毒性、試料採
取）の要望があった。
・マレイシア側から、迅速
に通関する努力をする旨の
発言があった。

・マレイシア側から、イオ
ンクロマトグラフ（IC）、発
光分光分析装置（ICP）（廃
水処理、試料採取）を希望
する旨の発言があった。
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　調 査 項 目　　 現　状　及　び　問　題　点　等　　　　 対　処　方　針　　　　　 調　査　結　果

＜1998年度実績・計画＞
①専門家執務室
②変異原性試験室の拡張工事

＜1999年度計画＞

＜1998年度実績・計画＞
・環境保全策定調査M/D
　ANNEX 10
＜1999年度計画＞

＜1998年度実績・計画＞
・環境保全策定調査M/D
　ANNEX 11-12
①ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾏﾈｰｼﾞｬｰ 　　１名
②ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾘｰﾀﾞｰ 　　　１名
③変異原性試験　　　　２名
　＋助手　１名
④試料採取・分析　　　２名
　＋助手　２名
⑤リスク評価　　　　　２名
⑥生態毒性試験　　　　１名
　＋助手　３名
⑦廃水処理　　　　　　２名
　＋助手　２名
＜1999年度計画＞
・1998年度の継続
＜1998年度実績・計画＞
・環境保全策定調査M/D
　ANNEX 13
・据付／維持管理費　164,000RM
　（１RM＝約35円）
＜1999年度計画＞
・据付／維持管理費　100,000RM
＜ 1998年度実績・計画＞
・環境保全策定調査M/D
　ANNEX 13
・総額　2,277,304RM
＜ 1999年度計画＞
・総額　2,725,280RM

・変異原性試験室の状況に
ついて確認する。
・改善すべき点があれば申
し入れる。

・1999年度の計画を聴取す
る。

・1998年度の実績について
聴取する。

・1999年度の計画を聴取す
る。
・左記M/Dと変わりがない
か確認する。

・マレイシア側の機材据付
状況について確認する。
・1998年度の予算執行状況
について聴取する。

・1999年度の予算計画を聴
取する。
・1998年度の予算執行状況
について聴取する。

・1999年度の予算計画を聴
取する。

・マレイシア側から、変異
原性試験室については、
オープンスペースの監査
が、12月 11日にあり細部
を改善するよう業者に指示
し、17日に最終的な監査が
あり、その後機材が据え付
け可能になる旨の説明が
あった。
・現在、隣接する生分解実
験室と専門家執務室の扉が
ない状態であるので、防犯
性を確保するよう申し入れ
た。
・リスク評価の reference
services centerのスペース
確保を申し入れた。
・re f e rence  se rv i ces
centerと廃水処理試験室
を整備予定
・ミニッツに添付した。

・特に大きなものは計画さ
れていない。
・変更は以下のとおり。
（M/Dに添付）
①変異原性
　助手１名退職、１名増員
予定。
　researcher１名増
②生態毒性
　researcher２名増

・大きく変更する予定は今
のところない。
・マレイシア側は、機材を
適切に維持していくことを
約束した。
・M/Dに添付した。

・M/Dに添付した。

・特に問題はなかった。
・M/Dに添付した。

・M/Dに添付した。

(2) マレイシア側
1 ) 建屋等プロ
ジェクトサイト
の基盤整備

2)機材購入

3)組織、C/P、ス
タッフの配置

4)機材据付／維
持管理状況

5)ローカルコス
ト負担
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　調 査 項 目　　 現　状　及　び　問　題　点　等　　　　 対　処　方　針　　　　　 調　査　結　果

・マレイシア側は、達成度
評価について、専門家チー
ムとともに今後検討してい
くことを約束した。
・マレイシア側から、変異
原性試験に、染色体異常試
験の技術移転を含めてほし
い旨要望があり、日本側に
よる機材などの追加投入も
なく、当初協力期間内に完
了することを条件として、
これを受入れた。
・TCPをリバイスし、M/D
に添付した。
・POを作成し、M/Dに添
付した。

・APOをリバイスし、M/D
に添付した。

・PDMのリバイスの必要
がないことを確認した。

・マレイシア側は、モニタ
リングを理解し、今後、専
門家チームモニタリングを
実施することに同意した。
・マレイシア側から1998年
11月７日に、有害廃棄物の
収集・処理・処分を行う
Kualiti Alam社の公式な
開所式が、マハティール首
相の出席のもと行われたと
いう報告があった。
・Lualiti Alam社は98年８
月から全面稼働されてい
る。同社では、廃棄物（放
射線・医療廃棄物を除く）
をカテゴリー別に分析し、
処理料金を決定して処理を
行っている。

3.技術協力計画
（TCP）

4.活動計画
（PO）

5.年次活動計画
（APO）

6.PDM

7.モニタリング

8.国家開発計画
等

＜1998年度実績・計画＞
①変異原性試験
②試料採取・分析
③リスク評価
④生態毒性試験
⑤廃水処理
⑥セミナー開催　1998.12.15
＜ 1999年度計画＞
・1998年度の継続

・本プロジェクトには、全協力期間に
ついてのPOがまだ作成されていない。
・現在プロジェクトチームに作成依頼
中。
・環境保全策定調査M/D
　ANNEX 15

・環境保全策定調査M/D
　ANNEX 6
①スーパーゴール
　マレイシア国において有害物質の管
理が強化される。
②上位目標
　SIRIMにおいて有害化学物質のリ
スク評価能力が向上される。
③プロジェクト目標
　SIRIMが産業界に化学物質安全性
の評価・管理サービスを提供できるよ
うになる。
・現時点では、マレイシア側とプロ
ジェクトの間にプロジェクト進捗のモ
ニタリングを行うシステムが確立して
いない。
・第７次マレイシア計画（1996 年～
2000年）では、工業化と環境保全の両
立を重点課題としており、より明確に
有害物質・有害廃棄物のための節が設
けられた。D O E は、I n d u s t r i a l
Chemical Actについて、産業界の意見
を聴取している状況である。
・Industrial Chemical Actの実施規則
を作成中
・Environmental Quality Act (Act
127) & Subdiary legislations (As at
1st Nov. 1996) International law book
servicesが出版済

・C/Pに対する技術移転の
達成度評価について検討す
る。即ち、
①C/Pのどのような状況を
もって、技術移転が達成さ
れたと考えるか。
②現在の技術移転の達成度
を、どう評価するか。
・1998年度の実績について
聴取する。
・1999年度の計画を聴取す
る。

・先方と協議し、POを作成
する。

・上記結果を踏まえ、APOを
リバイスする必要が生じた
場合には、リバイスする。
・PDMをリバイスする必要
が生じた場合には、リバイ
スする。

・先方にモニタリングにつ
いて説明し、その方法につ
いて検討する。

・最新の現状を確認する。
環境保全策定調査団派遣時
と状況に大きな変化がない
か確認する。
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　調 査 項 目　　 現　状　及　び　問　題　点　等　　　　 対　処　方　針　　　　　 調　査　結　果

9.ローカルコス
ト支援

10.その他

・本年度アジア緊急支援対策により、
マレイシア側負担のローカルコストを
支援している。
　600万 1,000円
　セミナー開催費
　パンフレット、広報ビデオ作成費、
消耗品等
(参考)(SIRIM関連プロジェクト)
・マレイシアAIシステム開発ラボラト
リ
　438万 7,000円
　書籍、セミナー開催費、技術交換費
・マレイシア SIRIM計量センター
（フェーズ２）
　なし
・実験で排出される廃棄物について、
その管理体制が明らかでない。

・日本側としては最大限の
ローカルコスト支援を行っ
たことを説明する。
　本予算を年度内に確実に
執行するよう申し入れる。

・マレイシア側は、本予算
について理解し、予算の執
行は特に問題なく行われ
る。

・マレイシア側から、廃棄
物については、SIRIM内
キャビンに一時的に保管
し、ある程度の量（ドラム
缶程度）の蓄積後、Kualiti
Alam社に処理を依頼する
との説明があった。・特に、
変異原性試験の廃棄物の管
理体制作りには、同分野の
専門家が参加することと
なった。
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第２章　討議議事録覚書第２章　討議議事録覚書第２章　討議議事録覚書第２章　討議議事録覚書第２章　討議議事録覚書（（（（（M/DM/DM/DM/DM/D）））））の概要の概要の概要の概要の概要

　マレイシア化学物質リスク管理・プロジェクト運営指導は、12月８日から17日の間マレイシア

に派遣され、先方との一連の協議を経て、これまでのプロジェクト活動及びこれからの活動につ

いて先方と合意に達し、12月16日にM/Dの署名交換を行っております。以下にM/Dの概略を記

述します。

(1) 1998年４月から12月までの活動について

１）日本側の投入について

　日本人専門家の派遣実績は、ANNEX I、研修員受入については、ANNEX II、機材供与

については、ANNEX IIIのとおりである。なお、機材については、現在、調達手続中であ

るため、ブランド名、型式は記入していない。

２）マレイシア側の投入について

　SIRIMの組織図は、ANNEX IV、カウンターパートの配置は、ANNEX V、ANNEX VI、

ローカルコスト負担は、ANNEX VII、現在の機材及び購入予定の機材については、ANNEX

VIIIのとおりである。なお、生態毒性のC/Pは、プロジェクトマネジャーのYeoh氏が兼務

していたが、改善を申し入れたところ、専任の２名を割り当てることとなった。変異原性試

験のAssistant Researcherが退職したため、マレイシア側は今後割り当てることを約束し

た。

(2) 1998年度の年次活動計画について

１）日本側の投入について

　長期専門家については、現行の５人体制を維持し、短期専門家については、1999年３月

頃に約１か月間、廃水処理と生態毒性の専門家２名を派遣することとした。研修員について

は、1999年２月中旬から約１か月間、生態毒性試験１名を受入れることとした。

２）マレイシア側の投入について

　マレイシア側は、C/Pの配置を、ANNEX V、ANNEX VI、ローカルコスト負担を、ANNEX

VII、現存の機材及び購入予定の機材を、ANNEX VIIIに記載のとおり投入することを約束

した。

(3) マスタープラン（M/P）、暫定実施計画（TSI）、技術協力計画（TCP）について

　R/Dに添付のマスタープランについては、変更しないことで合意した。TSIとTCPについ

ては、これまでの投入に従ってリバイスし、PDMの活動の技術移転項目の順序と同順序とし
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た。（それぞれ、ANNEX IX、ANNEX X）

　また、変異原性試験については、マレイシア側から、微生物に加え哺乳類細胞を用いた試験

を行いたい旨要望があり（調査団所見、別添１）、協力期間を延長せず、新たに投与する機材

がないことを条件に、哺乳類細胞を用いた試験を加えることとした。

(4) 活動計画（PO）、年次活動計画（APO）について

　これまで作成されていなかったPOを作成し（ANNEX XI）、APOについては、これまでの

活動実績に従ってリバイスした（ANNEX XII）。

(5) プロジェクト・デザイン・マトリクス（PDM）について

　PDMについては、現行のままとすることとした。

(6) モニタリングについて

　モニタリングの必要性について、マレイシア側に説明し、マレイシア側と長期専門家との間

で今後モニタリングフォーマットを作成すること、責任者をプロジェクトマネージャーとチー

フアドバイザーとすることで合意した。

(7) その他

１）セミナーについて

　有害化学物質に関するセミナーが、1998年12月15日、セランゴール州シャーアラム・パ

ンパシフィックグレンマリリゾートで開催された（ANNEX XIII）。

２）合同調整委員会（JCC）について

　JCCは、1998年 12月 14日に開催された（ANNEX XIV）。

３）実験室の改修について

　変異原性試験室の改修は、ほぼ終了していることを確認した。12月17日最終的な監査が

行われ、その後供与機材が据え付け可能となる予定である。

４）マレイシア側から要求のあった機材について

　マレイシア側は、廃水処理及び試料採取・分析分野に関する２つの機材（イオンクロマト

グラフ、ICP－発光分光分析装置）を要望した。
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第３章　調査団所見第３章　調査団所見第３章　調査団所見第３章　調査団所見第３章　調査団所見

３－１　プロジェクトの進捗状況について

　本事業は「有害化学物質評価分析・産業廃棄物処理技術協力事業」（1997 年９月終了）の第２

フェーズとして本年４月から開始された。実施内容は第１フェーズの移転技術、供与機材の発展

的利用と同分野での新たな技術項目の移転による技術力の強化となっている。

　今回の調査では、外的環境の変化を確認とともに、プロジェクトの進捗状況を把握し、必要な

ら実施計画の調整を行うことを目的とした。

　調査団が現場視察、カウンターパート及び専門家との協議のなかで確認した外的環境と各分野

での現況と今後の見通しは以下のとおりである。

(1) 外的環境

　環境質法下で工業化学安全の規則を作成することとなっており、廃棄物処理会社も本年８月

より本格稼働が始まるなど、安全性分野での本事業分野に対する必要性は変わっておらず、む

しろ一部では大きくなっている。

(2) 各分野での現況と今後の見通し

１）変異原性試験技術

　第１フェーズでは関連技術がなかったため、新項目として始めている。実験室は12月の

初旬に完成し、機材の搬入、据え付け作業は今年度内に始まる。一方、試験原理と方法など

の座学での教育は進めている。この中でSIRIM側がマレイシアにおいても変異原評価には

微生物に加え哺乳動物細胞を用いる必要があると考え、要請（別添１）が出てきたため、こ

れを加える方向で検討することとなった。

２）生態毒性試験技術

　担当の研究員がフルタイムでなく、長期の専門家が派遣されていないこともあり、技術移

転にはやや遅れが見られる。労働安全局が要求する製品安全データシート（MSDS）に生態

毒性データが含まれること、農薬の現地魚種での毒性データの要求が出てきていることな

ど、当該分野の必要性は高まっている。このため、短期専門家派遣と本邦研修を早期に実施

することが要望されている。

３）試料採取分析技術

　分析用機材は主に第１フェーズのものを用いるが、機材の維持管理はおおむね良好で、使

用可能な状況にある。試料採取用機材は発注が終了している。環境調査の基本的な計画立

案、分析方法等の知識の教育が進められており、機材到着後は実際の調査に対して移転技術

を応用していくことにより、人材の育成、技術の定着が図れるものと考えられる。
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４）リスク評価技術

　データの総合による安全性の評価という最新技術であるため、概念への理解の広がりと行

政による管理システムへの組入れが必要である。現在まで、関連書籍、CD-ROMなどの情

報の収集、安全管理の現況とニーズの把握、座学によるリスク評価法の理解を進めている。

また対外的な情報サービス部門としてRisk Management Reference Serviceの設立を計画

している。今後は実例を通してより理解を深め、SIRIMにおいて安全データの収集と提供、

リスク評価サービスを行える体制の構築が期待される。当面は環境影響評価を優先して行う

ことが要望されている。

５）廃水処理技術

　現地での新しい規制に対応するため、色度と窒素除去を行うための技術移転とそのための

必要機材の発注が行われている。今後はカウンターパート（C/P）が本邦研修から帰国し、

機材を設置し、稼働させ、実際の技術移転を行うこととなる。

６）特別セミナー

　プロジェクトの技術移転内容とその意義、必要性などについて広報のため、調査団の派遣

中に特別セミナーを開催された。費用はアセアン緊急支援費によった。産官学から100名近

くの出席者があり、プロジェクトへの理解と今後の活動の広がりが期待できる。

３－２　プロジェクトの今後の発展に向けて

(1) 全期間をカバーする活動計画（PO）を作成できたので、目的とスケジュールがより明確と

なり、今後の活動の指針とすることができると考えられる。

(2) 実験施設、機材の準備、研修、専門家派遣に年度計画からの若干の遅れは見られるものの、

今回の調査において年度活動計画（APO）、暫定実施計画（TSI）などを修正することにより、

全体計画の変更はない方向で合意した。

(3) 今回の調査において双方が活動の進捗をより把握できるように、モニタリング手法の導入、

整備が合意された。これにより進捗状況が早期に明らかになりより迅速で柔軟な対応が可能に

なることが期待される。

(4) C/Pの配備状況については各分野２名の担当責任者を置いている。従来１名であった生態

毒性分野でも１名の追加があり、満足できると考えられる。ただし、一部についてはフルタイ

ムとなっていない。

(5) 長期専門家のいない生態毒性、廃水処理技術においては国内支援機関との密な連絡と研修、

短期専門家の派遣を効率的に組み合わせることが必要である。。

(6) SIRIM総裁のコメントから SIRIMの方針が中小企業の支援を中心においていることから

も、それぞれの技術移転において、可能な範囲で現地のニーズに合わせた柔軟な対応がC/Pの
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意欲を高める上には効果的ではないかと考えられる。

(7) SIRIMは中小企業への技術普及のため、トレーニングプログラムを拡充する計画を持っ

ており、当事業での移転技術も将来的にはその対象となる。さらにトレーニングをアセアン

諸国に対して行うことも視野に入っている。

(8) 廃水処理、試料採取分析の分野でのより効果的な技術移転のための機材としてイオンク

ロマトグラフ、ICPを加える要望が、SIRIM側からでてきたため、その有効性、効果を含

め検討することとした。
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第４章　技術協力計画について第４章　技術協力計画について第４章　技術協力計画について第４章　技術協力計画について第４章　技術協力計画について

　化学物質のリスク評価については、日本においても、国、産業界ともに一体となって積極的に

取り組んでいるところである。国際的動向を踏まえながら進めているが、取り扱われている化学

物質は多様であり、ハザードの種類もそれに伴い増大する。ハザード評価のための試験方法の確

立などの科学的知見の蓄積についても世界統一基準的なものは存在せず、発展途上である。リス

ク管理はここ近年で動き出した新しい分野であり、日本が一方的に進んでいるわけではなく、そ

れぞれの国の持つ化学物質についての情報交換は有効な手段である。

　SIRIM側もインターネットベースでの国際情報を収集・活用しているようであるが、欧米で開

発されたテストガイドラインなどをそのまま持ち込むことはできず、マレイシアの気候・風土等

の環境条件や取り扱っている化学物質の量により、マレイシア向けに変更を行う必要がある。こ

れらの独自技術の確立のための基礎技術は、プロジェクト終了時にカウンターパート（C/P）の人

材の育成とともに、成果の１つとして達成されることが期待される。

　廃棄物の問題については、マレイシアの特徴的な分野であり、昨年から、国が管理している廃

棄物処理施設がすべての廃棄物の処理を行っているところである。これは、民間の廃棄物処理業

者が主体の日本とは状況が大きく異なり、運営状況などの情報には注目したい。

　現地プロジェクトリーダーからの情報によれば、かつては原材料として１次生産品を輸出し、輸

入した先進国で加工・製品化していたが、先進国の国内人件費の値上がりなどの理由により、人

件費の安い途上国に加工・製品化工場を設置し、そこで生産活動を開始した。したがって、今ま

で排出されることがなかった廃棄物が、化学物質の有害性の認識が薄い途上国の現場で排出され

ることになり、より現地での廃棄物処理への関心が高まる原因にもなってきているとのことであ

る。

　全体計画の変更は必要ないものの、国際情勢については逐次進展していくものであり、現場サ

イドでの柔軟な対応を期待したい。

（現地の特別セミナーで使用した、化学物質管理についての最近の国際動向について添付）
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別　添　資　料別　添　資　料別　添　資　料別　添　資　料別　添　資　料

討議議事録覚書（M/D）

参考資料
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